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本日の講演の概要

1. 温室効果ガス排出に関する豪州の国際的義務

2. 温室効果ガス排出に関する豪州の現在の規制の
枠組み（MRET制度とNGER法）

3. 排出権取引制度（炭素汚染削減制度、CPRS）法案
の内容及びその現在・将来のプロジェクトへの影響

4. 野党が提示したCPRS修正法案の内容

5. CPRSが各種プロジェクトの投資家にもたらすビジネ

ス・チャンス

6. 質疑応答



京都議定書

• 批准が現労働党政権の2007年12月にとった 初
の行動

• 京都議定書は2008年3月11日に発効

• 豪州は2008年から2012年の間に1990年の温室効
果ガス排出レベルの108%に抑える義務あり

• 183か国が批准

• コペンハーゲンにおいて京都議定書以後の議定
書の作成が目指されている



温室効果ガス



豪州における温室効果ガス排出量の1990年からの変化 - 発電・運送分野での大幅な
増加を開墾における減少で相殺している点に注目。2012年以降の京都議定書の期間
以降に再度これを成し遂げるのは恐らく不可能。 Department of Climate Change
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再生可能エネルギー（電気）法 (連邦)



再生可能エネルギー強制目標

タスマニア

ウェスタンオー
ストラリア

サウスオースト
ラリア

ヴィクトリア

ニューサウスウ
ェールズ

クイーンズランド

連邦

地域

既に90%を水力により発電なし

2020年までに15%に、2025年までに20%
に（2011年から開始と発表）

法案あり

2015年までに20%に（野心的目標）気候変動・温室効果ガス排出削減法
2007

2016年から2030年までに10%に。拡大さ
れた連邦の制度の開始に伴って廃止

VRET

2010年までに10%に、2020年から2030年
までに15%に （法案提出後議会は未通
過）

NSW 再生エネルギー目標

以前の制度が連邦の制度と一致するよ
うに改正

再生エネルギー計画

近時2020年までに45,000 GWhに引上げ
（約 20%に）

再生可能エネルギー強制目標

目標制度



再生可能エネルギー強制目標

• 連邦制度の拡充が全ての州の制度を組込む

• 2000年再生可能エネルギー（電気）法（連邦）

• 2009年再生可能エネルギー（電気）改正法

• 3つの目的（第3条）: 
1. 再生可能資源からの発電の促進

2. 電力分野における温室効果ガス排出の削減

3. 再生可能エネルギー資源を経済的に持続可能なものに



• 2001年施行、2010年から改正

• 新しい技術に投資する財政的なインセンティブを与える
ことにより新しい「再生可能」エネルギーの導入を支援

• 再生可能エネルギー証明書（REC） は認可された再生可

能エネルギー発電事業者が作成（風力発電プラント、追
加的な水力発電等）

• 再生可能エネルギーとは？
• 水力、波力、潮力、海洋エネルギー、風力、太陽光、地熱、高温岩体、エネルギー農作物、木材廃棄物、農

作物廃棄物、農作物の湿性廃棄物、食品廃棄物、食品の、湿性廃棄物、バガス（さとうきびの廃棄物）・コジ
ェネレーション、黒液（製紙産業の廃棄物）、自治体の固形ゴミのバイオマス成分、埋立てガス、下水汚泥ガ
スその他規則で定める資源（第17条）

• 余剰炭鉱ガス（Waste Coal Mine Gas）

再生可能エネルギー強制目標



再生可能エネルギー強制目標制度

• 1 REC = 1 MWh（メガワット時）の再生可能電力（第2章、
第4節）

• 無制限のbanking（蓄え・繰越し）: RECは制度の終了ま
で有効

• 「義務主体」は「関連した取得」を行う業者（第35条）

• 一定の小規模発電装置（SGU）に対して倍率の適用



再生可能エネルギー強制目標

• 「関連した取得」（第3章）は、次の電力の購入を意味：

• 電力卸売市場（NEM）に登録した業者（小売業者や大規模
消費者）が、 NEMにおいて、または生産者から直接取得（卸
売りからの取得、第32条 ）

• 発電業者による擬制的卸売りからの取得（発電業者がNEM
に登録していない 終消費者に販売する場合、またはその
発電業者が 終消費者でもある場合）（第33条）

• 義務主体は、毎年2月14日までに年次エネルギー取

得報告書を提出

• 納付するRECの価値（メガワット時）（第44条）



再生可能エネルギー強制目標

• 義務主体が購入義務に相当する数の再生可能エネル
ギー証明書（REC）を納付しなかった場合、罰金は1枚に
つき40豪ドル（第36条及び第37条）（及び再生可能エネ
ルギー（電気）課徴金法2000の第6条）

• その罰金に税控除はなし

• 2010年から罰金は65豪ドルに引上げ

• 義務主体のREC納付義務の10%は翌年に持ち越すこと
が可（第36条(2)）



主な改正

• NSW州の温暖ガス削減制度の終了を埋め合
わせるための余剰炭鉱ガス（WCMG）の追加

• 例外（免除）規定の導入

• 各州の制度からの移行規定



制度目標
Renewable Energy Target

Comparison of Current Scheme to Proposed Scheme
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拡充された再生可能エネルギー強制目
標制度

• 高貿易依存度で大量電力消費の産業（Trade 
Exposed Electricity Intensive Industries）

• 拡充された制度の要件からの例外規定

• 40豪ドルを超えるRECの取引の場合には増加分に
ついて補償



段階的低減・廃止とCPRSとの相互関係

• 2020年以降MRETの目標は段階的に低減され、
2030年に廃止

• 排出権取引は目的と手段において異なる制度

• 排出権取引は排出量に上限を設ける制度で、
どう達成するかは問わず

• MRETに加え排出権取引制度を導入することに

より電気料金に影響を及ぼす二つの連邦制度
が並存することに



国家温暖化・エネルギー報告法（NGER）



国家温暖化・エネルギー報告

• 2007年国家温暖化・エネルギー報告法 （連邦）（
NGER Act）

• 2008年7月1日より一定の企業に温室効果ガス排出

量、エネルギーの生産及び使用の測定及び報告を
義務付け

• 測定及び報告手続は排出権取引制度に不可欠

• 州の制度との重複を回避

• CPRS法案とともに改正案あり



法律、規則及び指針

Department of Climate Change



注意：現在のところ会社組織にのみ適用
Department of Climate Change



施設基準

Department of Climate Change



Department of Climate Change



重要な定義
• 事業支配（Operational Control）

• どの会社が以下を決定、実施する権限があるかによって決定

• 事業方針

• 労働安全衛生の方針

• 環境ポリシー

• 共同事業（JV）と契約採鉱業者の問題

• 施設（Facility）
• 次の活動が行われているかどうかについて分析する必要あり

• 温室効果ガス排出またはエネルギーを生産・消費する活動かどうか

• その活動が生産過程の一部かどうか

• ひとつの「場所」において行われている活動かどうか

• ひとつの産業分野に属する活動かどうか



重要な定義

• 義務移転証明書（Liability Transfer Certificate）
• 報告義務を、施設を事業支配している会社から財
政的に支配している会社に移転可能

• 事業支配している会社から施設を運営している会
社（例えば契約採鉱業者）への移転を認める案



測定

• NGER の規則は、複数の測定手法を規定。特定の産
業に特化したものもあり。

• 国家温暖化・エネルギー報告（測定）決定2008が排出
量を予測する4つの手法を提示

• 手法1  - 標準手法

• 手法 2 - 産業サンプリングや国際基準を使った施設に固有
の手法

• 手法 3 - 手法2に類似するがサンプリングに文書要件を遵守

する必要あり

• 手法 4 - 排出量を直接監視



登録

• 施設基準または企業グループ基準を充たす可
能性のある会社は必須

• 約700社及び1700施設が登録義務ありと推定

• 「支配会社」による登録

• 豪州で設立された持株会社を持たない会社

• 2008/09年度については2009年8月31日までに
登録



遵守及びエンフォースメント

• 温暖化エネルギー・データ事務官（GEDO）が執行。
CPRS導入後は変更。

• 支配会社が登録しなかったら - 高22万豪ドルの

罰金

• CEOが報告報告義務を果たすための適切な手段を
講じなかったら - 高22万豪ドルの罰金

• GEDOによる外部監査の規定



CPRSとの相互関係

• CPRS法案はNGER法に関する改正も多く含む

• 義務主体の数の増加

• NGER法下で報告された温室効果ガス排出が
CPRSの義務・責任のベースに

• NGER下で報告された全ての温室効果ガスが
CPRSでも義務・責任の対象となるわけではない

• 閉鎖された鉱山 - NGER法では報告義務あるがCPRSではそ
の排出に責任なし
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炭素汚染削減制度

• 排出量を減らすための排出権取引制度の導入
を提案

• 連邦政府、2050年までに2000年のレベルから
60%排出削減という長期目標を掲げる

• コペンハーゲン気候変動会議（COP15）の結果
に応じ、2020年までに25%以下の削減



制度の基本的な構造

• 排出者は1トン当たりの排出に対して排出許可証を取
得しなければならない

• 許可証の数は限定されている（キャップ、上限）。許可
証は連邦政府が発行

• 許可証には金銭的価値があり、取引される

• 排出はNGER法で監視され、監査される

• 開始は2011年7月1日に延期

• 初年度は10ドルの固定価格、その後の4年間も価格
上限あり



制度の適用範囲

• 各年度の終りに許可証を納付するか、罰金の
支払い＆「義務の履行」

• 六種の京都議定書の温暖化ガス

• 豪州における約75%の排出量

• 約1000社が義務を負う

• 2015年までは農業は対象外

• 林業が2010年にオプトインされる可能性



遵守のスケジュール

Department of Climate Change



国家排出目標

• 目標と総量規制値予測（gateways）の程度が制

度のインパクトを図る上で重要（短期的により
高い目標にすれば、許可証の価格は高くなる）

• 2050年までに2000年のレベルから60%を削減す

る長期目標

• 指針となる規制値の5年毎の公表により業界の
予測可能性を促進.



制度の詳細

• 初年度を除き、許可証は競売で有償給付

• 初年度を除き、許可証の"Banking"も可

• "Borrowing"には制約あり

• 京都議定書の下での排出枠（排出クレジット、
許可証）の活用も認める

• 排出枠の取得義務は可能な限り上位のサプラ
イチェーンまで



義務移転番号（OTN）
• 「適格な上流燃料」の供給者は、その燃料の下
流における排出に責任あり

• 顧客（燃料購入者）がOTNを知らせた場合には
上流燃料の義務をその顧客に移転可能

• 暫定排出量は、その燃料が具現化した温暖化
ガスに基づいて計算される

• もしOTNが知らされなかった場合、供給者は、
暫定排出量に基づく排出枠の取得が必要



高排出量で貿易依存度が高い産業

• EITE産業（Emissions Intensive Trade Exposed
Industries） - 炭素「漏洩」の恐れ

• 大規模な貿易依存度の高い企業への支援と
他の社会的利益のバランスを図る

• 業界平均の排出集約度に基づき算出し、無償
許可証を発行することにより助成する

• 生産が条件



EITE産業に対する助成案



EITE助成

• 集約度が売上げ100万豪ドル当たり2000トンを
超える場合は90%の助成

• 集約度が売上げ100万豪ドル当たり1000トンと
2000トンの間の場合には60%の助成

• 「世界不況緩和措置」により制度開始5年間の
5%と10%の追加 （94.5%、66%）

• 石炭産業をEITE助成から除外



EITE助成

• 助成は施設ではなく活動に基づいて計算され
る。1施設に多数の活動はありうる。

• 助成は業界平均に基づく

• 効率の良い生産者は相対的により手厚い助成を
受ける

• 効率の悪い生産者は改善するインセンティブがより
強く働く



アルミ精錬業者に対する助成の計算

• EITE助成の割当の公式

• 助成の割合 x （直接排出集約度 x 調整された削減量） + （電
力使用ベースライン x 電力割当要素 x 調整された発電量）

• 94.5% x （2 x 1,960,000） + （14,854 x 1 x 1,960,000） = 
31,200,000 排出枠の助成（無償供与）

• 豪州の精錬業者の平均排出量に基づく

• 2007年6月3日以前に電力契約をしていない限り、電力割当
要素は「1」

• 各精錬業者は平均よりも高い効率で操業すればより高い
割合の許可証を取得



豪州の二酸化炭素削減の限界費用



石炭火力発電に対する助成

• 無償の排出枠（許可証）を一定の石炭火力発
電業者に発行

• 突然の資本引揚げや電力供給の不安定さを
回避する趣旨

• 事業継続が条件（power system reliability test）
• 棚ぼた利益を上げていないことが条件（windfall 

gain test）
• 5年間で約35億豪ドル



石炭産業調整基金

• 炭鉱移行支援基金

• 排出量削減計画のため、「ガス」鉱山に対して5年
間で5億豪ドル

• 炭鉱削減基金

• 5年間で2億5,000万豪ドル

• 優位性に基づいて与えられ、受け取った業者は1ド
ル単位まで説明することが求められる

• 石炭業界は現在増額に向けてロビー活動中



コスト転嫁

• 政策: 合理的な炭素コストを転嫁する障害があ
ってはならない

• 価格上昇が消費者に及び、これが炭素価格による
効果的な警告に - さもなければ豪州の目標達成は
困難

• 特定の事業や産業に対する制度の影響を増す

• しかし、現在は価格転嫁に関する法案なし



コスト転嫁（続き）

• 契約によるコスト転嫁の禁止

• 長期のエネルギー供給計画

• 規制によるコスト転嫁の禁止

• 電気・ガスの消費者価格に上限



本日の講演の概要

1. 温室効果ガス排出に関する豪州の国際的義務

2. 温室効果ガス排出に関する豪州の現在の規制の
枠組み（MRET制度とNGER法）

3. 排出権取引制度（炭素汚染削減制度、CPRS）法案
の内容及びその現在・将来のプロジェクトへの影響

4. 野党が提示したCPRS修正法案の内容

5. CPRSが各種プロジェクトの投資家にもたらすビジネ

ス・チャンス

6. 質疑応答



野党（保守連合）が提案した修正法案

• EITE助成

• 2015年まで94.5%、その後は90%という一律の助成

• 100万豪ドルの売上げ当たり850トンというより低い
水準の排出に対しても助成

• 事業者の国際的競争者の80%が炭素削減制度を
実施するまで90％の助成

• 助成を決定するに際し、一連の連続的な生産過程
を含む産業を単一の活動として評価させることを認
める



野党（保守連合）が提案した修正法案

• 炭鉱排出

• 大気中に放出されるメタンガス排出を制度から除外

• 2025年までに30%の削減を達成するため、大臣に対

して大気中に放出される排出を規制する権限を付与

• 発電業者

• 電力業界に対して集約度をベースとしたキャップアン
ドトレード方式を採用

• 15年間で100億豪ドルまでに助成を強化
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2. 温室効果ガス排出に関する豪州の現在の規制の
枠組み（MRET制度とNGER法）

3. 排出権取引制度（炭素汚染削減制度、CPRS）法案
の内容及びその現在・将来のプロジェクトへの影響

4. 野党が提示したCPRS修正法案の内容

5. CPRSが各種プロジェクトの投資家にもたらすビジネ

ス・チャンス

6. 質疑応答



ビジネスチャンス

• 風力、太陽光及びガス火力

• 炭素捕捉・貯蔵法、精炭

• 林業



林業

• ABATE報告書：炭素汚染削減制度（CPRS）下におけ
る林業のビジネスチャンス

• 以下のURLにて取得可
http://www.abareconomics.com/publications_html/ins/insights_09/a1.pdf

• 報告書は以下を示唆:
• カーボンプライスは豪州に著しい緑化（植林、林野化）をも
たらす

• カーボンプライスのレベルにより予測に大きな幅が

• したがって、豪州における削減目標などカーボンプライスを
決める要素が実際の緑化の程度を決めるのに重要



発電による二酸化炭素排出

Parliament House research paper - 'The potential for renewable energy to provide baseload power in Australia', Stewart Needham



発電コスト

Parliament House research paper - 'The potential for renewable energy to provide baseload power in Australia', Stewart Needham



Economics of New Technologies

現実には、非経済的な技術において
法的問題はほとんどないであろう

長期的な視点に立てば経済的な理
由が適切な技術を決める

ETS(排出権取引制度)やMRET（再
生可能エネルギー強制目標制度）な
どの政府の規制が代替エネルギー
を促進
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Q & A




